
 

 報 道 発 表 資 料 

令和２年 12 月 21 日 

教 ） 教 職 員 課 

職員の懲戒処分について（令和２年 12月 21日教育委員会議定例会）（議案第 28号関係） 

 

№ １ 

処 分 年 月 日 令和２年 12月 21日 

処 分 の 種 類 減給２月 

処 分 の 理 由 

 
道路交通法違反及び運転記録証明書の変造 

（概要） 

 被処分者は、平成30年度から令和２年度にかけて犯した道路交通法違反５件

について、所属長への報告を怠っていた。 

また、これらの報告を怠っていた道路交通法違反を隠匿する目的で、所属長

に提出すべき運転記録証明書を変造して提出した。 

 

 発生時期 違反内容 

① 平成30年５月 座席ベルト装着義務違反 

② 令和元年７月 速度超過違反（25以上30未満） 

③ 令和２年５月 通行禁止違反 

④ 令和２年５月 通行帯違反 

⑤  座席ベルト装着義務違反 
 

事 件 発 生 

年 月 日 平成 30年５月から令和２年７月 

被 処 分 者 の 

年    齢 20歳代 

被 処 分 者 の 

性    別 
男性 

被 処 分 者 の 

所    属 
県立学校 

被 処 分 者 の 職 主事 

備 考 
中部教育事務所管内 

（花巻市、北上市、遠野市、西和賀町） 

 

 

 

 

                     【教職員課 組織人事担当（内 6133）】 

 

 

 

 



 

 報 道 発 表 資 料 

令和２年 12 月 21 日 

教 ） 教 職 員 課 

職員の懲戒処分について（令和２年 12月 21日教育委員会議定例会）（議案第 29号関係） 

 

№ ２ 

処 分 年 月 日 令和２年 12月 21日 

処 分 の 種 類 停職４月 

処 分 の 理 由 

 
窃盗 

（概要） 

被処分者は、令和２年９月 21 日(月)午後３時 30 分頃、盛岡市内のスポーツ

施設の更衣室において、他人が使用中のロッカーから財布を盗んで退館し、同

日午後４時 30分頃、同市内の商業施設において、飲料や菓子類等、約４千円相

当の商品を、当該財布に入っていたプリペイド式カードを使って購入した。 

 

事 件 発 生 

年 月 日 令和２年９月 21日（月） 

被 処 分 者 の 

年    齢 50歳代 

被 処 分 者 の 

性    別 
男性 

被 処 分 者 の 

所    属 
県立高等学校 

被 処 分 者 の 職 教諭 

備 考 
中部教育事務所管内 

（花巻市、遠野市、北上市、西和賀町） 

 

 

 

 

                     【教職員課 県立学校人事担当（内 6129）】 

 

 

 

 

 

 

 



 

 報 道 発 表 資 料 

令和２年 12 月 21 日 

教 ） 教 職 員 課 

職員の懲戒処分について（令和２年 12月 21日教育委員会議定例会）（議案第 30号関係） 

 

№ ３ 

処 分 年 月 日 令和２年 12月 21日 

処 分 の 種 類 減給３月 

処 分 の 理 由 

 
生徒に対する体罰 

（概要） 

 被処分者は、担任を務めるクラスの生徒１名に対し、次の行為を行った。 

（１）令和２年５月中旬の日の放課後、教室前廊下において、右手で当該生徒

の胸ぐらを掴み、転がして床に押さえつけた。 

（２）令和２年６月中旬の日の放課後、職員室前廊下において、右足で１回、

当該生徒の臀部の左側を蹴った。 

（３）令和２年８月 25 日（火）、教室において、右手で１回、当該生徒の頭部

を平手打ちした。 

（４）令和２年８月 26 日（水）、教室において、右手の指先で１回、当該生徒

の額を小突いた。その後、当該生徒を廊下に連れ出し、午後１時頃、右手

で１回、当該生徒の左頬を平手打ちし、その弾みで当該生徒が右後頭部を

ロッカーにぶつけ、少量の出血を伴う打撲、挫創の傷害を負った。 

 

事 件 発 生 

年 月 日 令和２年５月から令和２年８月 

被 処 分 者 の 

年    齢 40歳代 

被 処 分 者 の 

性    別 
男性 

被 処 分 者 の 

所    属 
県立高等学校 

被 処 分 者 の 職 教諭 

備 考 
県北教育事務所管内 

（久慈市、二戸市、洋野町、一戸町、野田村、軽米町、九戸村） 

 

 

 

 

                     【教職員課 県立学校人事担当（内 6129）】 

 

 

 



 

 報 道 発 表 資 料 

令和２年 12 月 21 日 

教 ） 教 職 員 課 

職員の懲戒処分について（令和２年 12月 21日教育委員会議定例会）（議案第 31号関係） 

 

№ ４ 

処 分 年 月 日 令和２年 12月 21日 

処 分 の 種 類 戒告 

処 分 の 理 由 

 
安全運転義務違反（軽傷事故） 

（概要） 

被処分者は、令和２年３月 28 日（土）午前 11 時頃、普通乗用自動車を運転

し、宮古市磯鶏のセンターラインのない左方に湾曲する道路を進行する際、対

向進行してきた相手方車両の右前部に自車右前部を衝突させ、相手方運転手に

全治約１週間を要する打撲傷等、その同乗者に全治４週間を要する骨折の傷害

を負わせた。 

 

事 件 発 生 

年 月 日 令和２年３月 28日（土） 

被 処 分 者 の 

年    齢 47歳 

被 処 分 者 の 

性    別 
女性 

被 処 分 者 の 

所    属 
小学校 

被 処 分 者 の 職 教諭 

備 考 
宮古教育事務所管内 

（宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村） 

 

 

 

 

                     【教職員課 小中学校人事担当（内 6128）】 

 

 

 

 

 

 

 


